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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平均粒径５～３００μｍのダイヤモンド粒子を４０～９０体積％含む複合材料から成る
ヒートシンク用の部品において、前記複合材料が、０．００５体積％以上の珪素・炭素化
合物と、７～４９体積％のＡｇ、Ａｕ又はＡｌ豊富相と、０～５体積％のその他の相とを
含み、ダイヤモンド粒子の表面が珪素・炭素化合物で少なくとも６０％覆われていること
を特徴とする部品。
【請求項２】
　珪素・炭素化合物がＳｉＣであることを特徴とする請求項１記載の部品。
【請求項３】
　Ａｇ、Ａｕ又はＡｌ豊富相がＣｕおよび／又はＮｉを含むことを特徴とする請求項１又
は２記載の部品。
【請求項４】
　Ｃｕおよび／又はＮｉを含むＡｇ、Ａｕ又はＡｌ豊富相が、更にＳｉをも含むことを特
徴とする請求項３記載の部品。
【請求項５】
　珪素・炭素化合物が、主に或いは専らダイヤモンドの炭素と珪素との反応によって形成
されたことを特徴とする請求項１から４の１つに記載の部品。
【請求項６】
　ダイヤモンド粒径が５０～１５０μｍであることを特徴とする請求項１から５の１つに
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記載の部品。
【請求項７】
　複合材料が、０．１～７体積％の炭化珪素と、７～３０体積％のＡｇ、Ａｕ又はＡｌ豊
富相とを含むことを特徴とする請求項１から６の１つに記載の部品。
【請求項８】
　複合材料が、０．１～７体積％の炭化珪素と、７～３０体積％のＡｇとを含むことを特
徴とする請求項１から７の１つに記載の部品。
【請求項９】
　Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｕ若しくはＡｇ又はそれらの合金から成る金属被覆が設けられたことを
特徴とする請求項１から８の１つに記載の部品。
【請求項１０】
　セラミック枠がろう付けされたことを特徴とする請求項１から９の１つに記載の部品。
【請求項１１】
　請求項１から１０の１つに記載の部品を製造する方法において、
　粒径５～３００μｍのダイヤモンド粒子とポリマ又はワックスに基づく結合剤とを含み
、結合剤分量が１～２０重量％である中間物を製造し、
　中間物を型の中に無圧で又は加圧して充填して成形し、
　結合剤を少なくとも部分的に熱分解すべく、保護雰囲気中で中間物を１２００℃以下の
温度に加熱することによって多孔性ダイヤモンド体を製造し、
　多孔性ダイヤモンド体およびＳｉ含有量が５０重量％未満である珪素含有Ａｇ、Ａｕ又
はＡｌ合金を、これらの各Ａｇ、Ａｕ又はＡｌ合金の液相線以上の温度に真空中で加熱す
ることで、多孔性ダイヤモンド体に前記珪素含有Ａｇ、Ａｕ又はＡｌ合金を浸透させ、前
記珪素を、熱分解済み結合剤の炭素及びダイヤモンドと少なくとも部分的に反応させ炭化
珪素に転換する
工程を少なくとも含むことを特徴とする部品の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１から１０の１つに記載の部品を製造する方法において、
　粒径５～３００μｍのダイヤモンド粒子とポリマ又はワックスに基づく結合剤とを含み
、結合剤分量が１～２０重量％である中間物を製造し、
　中間物を型の中に無圧で又は加圧して充填して成形し、
　結合剤を少なくとも部分的に熱分解すべく、保護雰囲気中で中間物を１２００℃以下の
温度に加熱することで多孔性ダイヤモンド体を製造し、
　Ｓｉ含有量が５０重量％未満である珪素含有Ａｇ、Ａｕ又はＡｌ合金を、これらの各Ａ
ｇ、Ａｕ又はＡｌ合金の液相線以上の温度に加熱して多孔性ダイヤモンド体に加圧浸透さ
せる工程を少なくとも含むことを特徴とする部品の製造方法。
【請求項１３】
　浸透のためにＡｇ・Ｓｉ共晶合金を利用することを特徴とする請求項１１又は１２記載
の方法。
【請求項１４】
　半導体構成要素のヒートシンクとして利用することを特徴とする請求項１から１０の１
つに記載の部品の利用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平均粒径５～３００μｍのダイヤモンド粒子を４０～９０体積％含む複合材
料から成るヒートシンクとしての部品およびその製造方法に関する。
【０００２】
　ヒートシンクは電子構成要素を製造する際に広く利用されている。ヒートシンクの他に
半導体構成要素および機械的に強固な容器が、電子パッケージの主要部品である。ヒート
シンクに対して、基板、ヒートスプレッダ或いはサポートプレートの用語もしばしば使わ
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れている。半導体構成要素は、例えば単結晶珪素又は砒化ガリウムから成っている。この
半導体構成要素はヒートシンクに結合され、接合技術として、通常はんだ付け法が利用さ
れている。ヒートシンクは、半導体構成要素の運転中に生ずる熱を排出する機能を持つ。
特に発熱量の大きな半導体構成要素は、例えばＬＤＭＯＳ（横拡散金属酸化物半導体）、
レーザダイオード、ＣＰＵ（中央処理装置）、ＭＰＵ（マイクロプロセッサ装置）或いは
ＨＦＡＤ（高周波増幅装置）である。ヒートシンクの幾何学形状は用途特有であり、種々
存在する。単純な形状は小平板である。しかし凹所や段部を備え、複雑に形成された基板
も採用される。またヒートシンク自体は機械的に強固な容器に結合される。使用する半導
体材料の熱膨張率は他の材料に比べて小さく、珪素の場合２．１～４．１×１０-6Ｋ-1、
砒化ガリウムの場合５．６～５．８×１０-6Ｋ-1である。例えばＧｅ、Ｉｎ、Ｇａ、Ａｓ
、Ｐ或いは炭化珪素等の工業上まだ広く採用されていない他の半導体材料も、同様に小さ
な熱膨張率を持つ。容器として、通常、セラミック材料、材料複合物或いはプラスチック
が利用されている。例えばセラミック材料に対し、熱膨張率６．５×１０-6Ｋ-1のＡｌ2

Ｏ3或いは４．５×１０-6Ｋ-1の窒化アルミニウムが利用される。
【０００３】
　関与する構成要素の膨張挙動が異なると材料複合体に応力が発生し、構成要素に歪み、
分離或いは破壊が生じる。応力はパッケージの製造時に既に、詳しくははんだ付け温度か
ら室温迄の冷却過程中に生ずる。しかし運転中にもパッケージの温度変化が生じて、例え
ば－５０～２００℃に達し、パッケージ内に熱機械的応力を生じさせる。そのためにヒー
トシンク用材料に要求が課せられる。即ち、一方で運転中の半導体構成要素の温度上昇を
できるだけ小さくすべく、その材料はできるだけ高い熱伝導率を有さねばならない。他方
でその熱膨張率を半導体構成要素の熱膨張率並びに外被の熱膨張率にできるだけ適合させ
る必要がある。単相金属材料は、高熱伝導率の材料が高い熱膨張率をも有する故、要求さ
れた特性プロフィルを十分に満たせない。従って要求に応ずるべく、基板の製造に、複合
材料又は材料複合体が採用される。通常のタングステン・銅複合材料およびモリブデン・
銅複合材料或いは例えば欧州特許第０１００２３２号明細書、米国特許第４９５０５５４
号および第５４９３１５３号明細書に記載されている材料複合体は、室温において熱膨張
率６．５～９．０×１０-6Ｋ-1で、１７０～２５０Ｗ／ｍＫの熱伝導率を有している。し
かし、これは多くの用途に対し不十分である。
【０００４】
　ヒートシンクの熱伝導率についての厳しい要求に伴い、ダイヤモンドやダイヤモンド含
有複合材料或いはダイヤモンド含有材料複合体も開発されている。即ちダイヤモンドの熱
伝導率は１０００～２０００Ｗ／ｍＫであり、特に格子上における窒素原子および硼素原
子の含有量が品質を決定づける。
【０００５】
　欧州特許第０５２１４０５号明細書に、半導体側面に多結晶ダイヤモンド層を有するヒ
ートシンクが記載されている。このヒートシンクは、ダイヤモンド層の塑性変形性不足の
ために、被着温度からの冷却時に既に、ダイヤモンド層に亀裂を生じてしまう。
【０００６】
　米国特許第５２７３７９０号明細書に、熱伝導率１７００Ｗ／ｍＫ以上のダイヤモンド
複合材料が記載されている。その場合、型の中に緩く入れられたダイヤモンド粒子が、続
く気相からのダイヤモンドの被着に伴い安定成形体に移行する。そのように製造するダイ
ヤモンド複合材料は、量産部品に商用利用するには経費が過大である。
【０００７】
　国際公開第９９／１２８６６号パンフレットに、ダイヤモンド・炭化珪素複合材料の製
造方法が記載されている。その製造は、ダイヤモンド骨格に珪素或いは珪素合金を浸透し
て行われる。珪素の高い融点と、それに伴う高い浸透温度のため、ダイヤモンドは部分的
に炭素に転換されるか、更に続いて炭化珪素に転換される。この材料の機械加工性は、そ
の高い脆性のために極めて問題があり、経費がかかり、従ってその複合材料はまだヒート
シンクに利用されていない。
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【０００８】
　米国特許第４９０２６５２号明細書は、焼結ダイヤモンド材料の製造方法を開示する。
その場合、元素周期表のＩＶａ族、Ｖａ族およびＶＩａ族の遷移金属の元素、硼素および
珪素を、物理的被覆法によって、ダイヤモンド粉末上に沈着させる。続いて、その被覆済
みダイヤモンド粒子を、固相焼結工程で相互に結合する。そのようにして得た製品は、過
大な有孔率と、多くの用途にとって低過ぎる熱膨張率とを有する欠点がある。
【０００９】
　米国特許第５０４５９７２号明細書は、粒径１～５０μｍのダイヤモンド粒子の他に金
属マトリックスを含む複合材料を開示する。金属マトリックスはアルミニウム、マグネシ
ウム、銅、銀或いはそれらの合金から成る。金属マトリックスはダイヤモンド粒子に十分
結合されず、そのため十分な熱伝導率と機械的一体化が得られないと言う欠点がある。ま
た米国特許第５００８７３７号明細書で公知のように、例えば粒径３μｍ以下の細かいダ
イヤモンド粉末を利用しても、ダイヤモンド・金属接着性を改善できない。米国特許第５
７８３３１６号明細書に、ダイヤモンド粒子をＷ、Ｚｒ、Ｒｅ、Ｃｒ或いはチタンで被覆
する方法が開示されている。被覆済み粒子は続く工程で圧縮され、この多孔質体に、例え
ばＣｕ、Ａｇ或いはＣｕ・Ａｇ溶融物が浸透される。その高い被覆費は、製造した複合材
料の用途分野を制限する。欧州特許第０８５９４０８号明細書は、マトリックスがダイヤ
モンド粒子と金属炭化物から成るヒートシンク用材料を開示する。マトリックス内の隙間
は金属で充填されている。金属炭化物として、元素周期表ＩＶａ～ＶＩａ族の金属の炭化
物が挙げられている。特に欧州特許第０８５９４０８号明細書では、ＴｉＣ、ＺｒＣおよ
びＨｆＣが強調されている。特に有効な充填金属として、Ａｇ、Ｃｕ、ＡｕおよびＡｌが
挙げられている。しかし金属炭化物は熱伝導率が低い欠点があり、ＴｉＣ、ＺｒＣ、Ｈｆ
Ｃ、ＶＣ、ＮｂＣおよびＴａＣの熱伝導率は１０～６５Ｗ／ｍＫの範囲にある。また元素
周期表ＩＶａ～ＶＩａ族の金属は、例えば銀のような充填金属に可溶性を有し、そのため
金属相の熱伝導率が著しく低下すると言う欠点がある。
【００１０】
　欧州特許第０８９８３１０号明細書は、ダイヤモンド粒子と、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ
、Ｍｇ、Ｚｎの群の高熱伝導率の金属或いはその合金と、元素周期表ＩＶａ族、Ｖａ族の
金属の炭化物と、Ｃｒとから成り、その金属炭化物がダイヤモンド粒子の表面を少なくと
も２５％覆うヒートシンクを開示する。ここでも、元素周期表ＩＶａ族、Ｖａ族の金属の
炭化物およびＣｒの悪い熱伝導率と、これら元素のＣｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｚｎ
への可溶性と、それに伴う熱伝導率の低下が不利に作用する。近年、半導体構成要素の動
作速度および集積度が著しく上昇し、パッケージ内の発熱量が増大している。従って、最
良の熱管理は常に主要な基準となっている。上述した材料の熱伝導率は多くの用途にとっ
て十分でないか、製造費が広い用途に対して高過ぎる。改善された安価なヒートシンクの
有用性は、半導体構成要素の一層の最適化に対する前提となっている。
【００１１】
　本発明の課題は、ヒートシンクとして利用される部品に対して、高熱伝導率および低熱
膨張率を有し、安価な製造を可能にする加工特性を持った複合材料を得ることにある。こ
の課題は請求項１に記載の部品、即ち、平均粒径５～３００μｍのダイヤモンド粒子を４
０～９０体積％含む複合材料から成るヒートシンク用の部品において、前記複合材料が、
０．００５～１２体積％の珪素・炭素化合物と、７～４９体積％のＡｇ、Ａｕ又はＡｌ豊
富相と、５体積％以下の他の相とを含み、Ａｇ、Ａｕ又はＡｌ豊富相と珪素・炭素化合物
との体積比が４より大きく、ダイヤモンド粒子の表面が珪素・炭素化合物で少なくとも６
０％覆われていることを特徴とする部品、によって解決される。
【００１２】
　本発明に基づく部品は、ダイヤモンド粒子と、Ａｇ、Ａｕ又はＡｌ豊富相との間の接着
性を、両者間に形成した珪素・炭素化合物で改善する。この化合物を得るべく、珪素・炭
素化合物の厚さはｎｍ範囲、又は６０％以上の被覆率で既に十分足りる。被覆率とは、珪
素・炭素化合物で覆われるダイヤモンド粒子表面の割合を意味する。これは、その前提に
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応じて、０．００５体積％以上の珪素・炭素化合物の含有量に相当する。金属炭化物に比
べ、炭化珪素は約２５０Ｗ／ｍＫの極めて高い熱伝導率を持つ。室温でのＡｇ、Ａｕ、Ａ
ｌのＳｉへの可溶性が極めて小さい故、この金属の純粋状態で非常に高い熱伝導率は極く
僅か低下するだけである。Ａｇ、Ａｕ、ＡｌとＣｕ或いはＮｉとの合金は、同様に十分高
い熱伝導率を有し、溶解する僅かなＳｉによって許容できない程には悪化しない。
【００１３】
　また、非常に延性のあるＡｇ、Ａｕ又はＡｌミクロ組織成分に基づき、大きな機械加工
性が生ずる。更に経済的な製造に関し、Ａｇ、Ａｕ又はＡｌ豊富ミクロ組織成分が高い熱
伝導率を持つため、ダイヤモンド含有量を減らせる利点がある。ダイヤモンド、炭化珪素
および金属相の含有量変更により、熱伝導率および熱膨張に関し、種々の要件にぴったり
合ったヒートシンクを製造できる。その他のミクロ組織成分は、その含有量が５体積％を
超過しない限り、特性を許容できない程低下させない。この成分として、純珪素および純
炭素が挙げられる。確かにそれらのミクロ組織成分は僅かに熱伝導率を悪くするが、これ
らは熱膨張率を減少させ、熱膨張率に有利に作用する。これらは、時には製造技術的にか
なり経費をかけねば完全に防止できない。炭化珪素およびＡｇ、Ａｕ又はＡｌ豊富相の特
に有利な含有量は、０．１～７および７～３０体積％である。実験の結果、ダイヤモンド
粉末が幅広い粒径分布で製造可能なことが確認されている。天然ダイヤモンドの他に安価
な人口ダイヤモンドも処理できる。普通に被覆したダイヤモンドでも優れた製造結果が得
られる。このため、個々の場合において安価な種類のダイヤモンドが利用できる。熱伝導
率について極めて厳しい要件を課すものの経費的に問題ない用途には、平均粒径５０～１
５０μｍのダイヤモンド粒子を利用するとよい。また、最高熱伝導率値は２０～３０体積
％のＡｇの利用により得られる。電子構成要素に対するヒートシンクとしての部品の採用
に対し、この部品をＮｉ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇ又はそれらの合金で被覆し、次いで、例えば
Ａｌ2Ｏ3又はＡｌＮのセラミック枠にろう付けする。
【００１４】
　製造には種々の方法が使用できる。即ち炭化珪素で被覆したダイヤモンド粉末をＡｇ、
Ａｕ又はＡｌと高温又は高圧力下で圧縮できる。これは、例えば高温プレスや等温プレス
で行う。浸透が起ると特に好ましい。その際、ダイヤモンド粉末の他に結合剤も含む前駆
物質又は中間物ができる。ここでは、熱を発生しつつ大部分が熱分解する結合剤が特に好
ましい。結合剤含有量は１～２０重量％にするとよい。ダイヤモンド粉末および結合剤を
通常の混合機又は粉砕機で混合する。その後、成形を行い、この成形は型内に流し込み、
無圧で又は例えばプレスで加圧することで、又は粉末金属射出成形により行う。続く工程
で、中間物を、結合剤が少なくとも部分的に熱分解する温度に加熱する。しかし結合剤の
熱分解は、浸透工程の加熱中にも行える。浸透工程は無圧又は加圧下に行う。後者は通常
、圧搾鋳造と呼ばれる。浸透材料として、Ｓｉ含有量５０重量％未満のＡｇ・Ｓｉ合金、
Ａｕ・Ｓｉ合金又はＡｌ・Ｓｉ合金から成る箔を利用するとよい。その組成の選択に際し
、各合金の液相線が１２００℃、好ましくは１０００℃より高くないよう考慮すべきであ
る。さもないと、過度の分量のダイヤモンドが分解してしまう。浸透に対し共晶組成の箔
が特に適する。この部品は、半導体構成要素の放熱に対して特に有効に利用できる。又本
発明に基づく複合材料は、例えば航空機・宇宙機工業や自動車工業等の他の分野における
ヒートシンクとしても採用できる。
【００１５】
　次に製造例によって本発明を詳細に説明する。
【００１６】
　実施例１
　平均粒径４０～８０μｍの等級ＩＩＡの天然ダイヤモンド（エレメントＳｉＸＧｍｂＨ
社のＭｉｃｒｏｎ＋ＳＮＤ）を、エポキシ樹脂に基づく７体積％の結合剤と混合した。製
造した前駆物質又は中間物を、金型プレスで２００ＭＰａの圧力で、寸法３５×３５×５
ｍｍ3のプレートの形に圧縮した。プレートの有孔率は約１５体積％であった。次の工程
でプレートを共晶Ａｇ・Ｓｉ合金から成る箔で覆った。Ｓｉ含有量は１１原子％であり、
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炉内で浸透のために真空中で８６０℃の温度に加熱した。保持時間は１５分であった。４
００℃で約１０分にわたり保持した上で室温に冷却したとき、存在する相の体積含有量を
、定量金属組織学的に検出した。その際、炭化珪素の値は約２体積％であり、炭化珪素は
ダイヤモンド粒子を大部分にわたって一様に取り囲んだ。この炭化珪素被覆の小さな層厚
のため、炭化珪素相の変化は検知されなかった。その組織は、ダイヤモンドおよび炭化珪
素の他に、共晶組成をなすＳｉ析出物が埋設されたＡｇ豊富相から成っていた。Ａｇ豊富
相の含有量は約１２体積％、Ｓｉの含有量は約１体積％であった。ＥＤＸにより、Ａｇ豊
富相にＡｇ以外の成分は検出されず、従って所定の検出限界に基づき、Ａｇ含有量が９９
原子％であることが推論される。熱伝導率および熱膨張率を検出すべく、プレートをレー
ザおよびエロージョンで加工した。室温における熱伝導率として、平均値４５０Ｗ／ｍＫ
を測定した。熱膨張率は、平均値で８．５×１０-6Ｋ-1であった。
                                                                                
      
【００１７】
　実施例２
　別の実験で、平均粒径４０～８０μｍのエレメントＳｉＸ　ＧｍｂＨ社の等級Ｍｉｃｒ
ｏｎ＋ＭＤＡの人工ダイヤモンドを加工した。加工は実施例１と同様に行った。この複合
材料の室温での平均熱伝導率は４１０Ｗ／ｍＫ、平均熱膨張率は９．０×１０-6Ｋ-1であ
った。
【００１８】
　実施例３
　実施例３として、平均粒径４０～８０μｍのエレメントＳｉＸ　ＧｍｂＨ社の等級Ｍｉ
ｃｒｏｎ＋ＭＤＡの人工ダイヤモンドを加工した。前駆物質の製造は、実施例１と同様に
行った。圧縮した前駆物質の共晶Ａｇ・Ｓｉ溶融物による浸透は、熱間加工鋼から成る鋳
型を１５０℃に加熱する通常の圧搾鋳造装置で、約４０ＭＰａの気体圧力下で実施した。
Ａｇ・Ｓｉ溶融物の温度は約８８０℃であった。室温迄のゆっくりした冷却は、４００℃
での約１５分間にわたる保持に続いて実施した。そのように製造した複合材料の室温での
平均熱伝導率は４８０Ｗ／ｍＫ、平均熱膨張率は８．５×１０-6Ｋ-1であった。
【００１９】
　実施例４
　平均粒径４０～８０μｍのエレメントＳｉＸ　ＧｍｂＨ社の等級Ｍｉｃｒｏｎ＋ＳＮＤ
の人工ダイヤモンドを、実施例３に基づき加工したが、浸透温度からの冷却時に約４００
℃における１５分間にわたる保持過程は実施しなかった。そのように製造した複合材料の
室温での平均熱伝導率は４４０Ｗ／ｍＫ、平均熱膨張率は８．５×１０-6Ｋ-1であった。
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